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○南丹市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担

軽減制度事業実施要綱 

平成18年1月1日 

告示第100号 

改正 平成18年9月8日告示第328号 

平成19年3月27日告示第58号 

平成21年4月1日告示第101号 

平成23年3月31日告示第110号 

平成23年3月31日告示第111号 

平成24年3月30日告示第72号 

平成26年6月19日告示第164号 

平成27年5月8日告示第120号 

平成27年12月22日告示第247号 

平成28年4月11日告示第83号 

平成30年4月27日告示第122号 

(目的) 

第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第

144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)について、

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービ

スの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担軽減

を行った場合、その軽減を実施した社会福祉法人に対し助成を行うことにより、介

護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。 

(利用者負担軽減の対象となる費用) 

第2条 この告示において利用者負担軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、

通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪

問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サー

ビス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小

規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事
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業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保

険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び

宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉

施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)につい

ては、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サ

ービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。 

(利用者負担軽減の程度) 

第3条 利用者負担軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の

1)を原則とし、免除は行わないものとする。申請者の収入や世帯の状況、利用者負

担等を総合的に勘案して、市長が個別に決定し、確認証に記載するものとする。た

だし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。 

(助成の範囲) 

第4条 助成の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(本市を保険者と

する利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担

収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超え

た部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の

範囲で助成するものとする。 

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額

を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本

来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、

全額を助成対象とするものとする。 

3 この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。 

(軽減実施の申出) 

第5条 この告示の規定による利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、市

長に対して社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を提出しなけ

ればならない。 

(軽減対象者) 

第6条 軽減の対象者は、市民税世帯非課税であって、次の各号のすべてを満たす者の

うち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な
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者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。 

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額

以下であること。 

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算

した額以下であること。 

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に

利用し得る資産を所有していないこと。 

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

(5) 介護保険料を滞納していないこと。 

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者

については、軽減制度の対象者としないものとする。ただし、ユニット型個室の居

住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。 

3 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象

とする。 

(軽減対象者の申請及び認定) 

第7条 この告示の規定による利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人

等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)を市長

に提出しなければならない。 

2 第1項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。 

3 市長は、前項の規定により申請した者が第6条に規定する軽減対象者であると認め

たときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知す

るとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号又は様式第4号の2。

以下「確認証」という。)を交付しなければならない。 

(確認証の有効期限) 

第8条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月末日までと

する。ただし、申請のあった日の属する月が4月から7月までの間である場合は、当

該年度の7月末日までとする。 

(確認証の提示) 

第9条 確認証の交付を受けた者は、軽減対象となるサービスを受けるときは、当該対
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象サービスを提供する社会福祉法人等に対して事前に確認証を提示しなければなら

ない。 

(確認証の更新) 

第10条 軽減対象者は、有効期限の満了後においても確認証の交付が必要な場合、確

認証の更新を行うことができる。 

2 確認証の更新の申請は、7月15日までに行わなければならない。 

3 前項の申請には、確認申請書を市長に提出しなければならない。 

4 第8条(ただし書を除く。)の規定は、確認証の更新に係る有効期限について準用す

る。この場合において、「申請のあった日」とあるのは、「更新の申請のあった日」

と読み替えるものとする。 

(確認証の再交付) 

第11条 確認証の交付を受けた者は、交付された認定証を紛失又は破損した場合、確

認証の再交付を市長に申請することができる。 

2 前項の申請には、確認申請書を市長に提出しなければならない。 

3 破損した場合の申請には、前項の申請書に、破損した確認証を添えなければならな

い。 

4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したとき

は、直ちに発見した確認証を市に返還しなければならない。 

(記載事項の変更) 

第12条 確認証の交付を受けた者は、被保険者の記載事項等に変更が生じた場合は、

その変更に関する事項その他市長が必要と認める事項について、速やかに市長に届

けなければならない。 

(認定証の返還) 

第13条 確認証の交付を受けた者が、対象者でなくなった場合は、速やかに確認証を

市長に返還しなければならない。 

(助成金の交付申請) 

第14条 助成金の交付を受けようとする法人は、助成金交付申請書(様式第5号)に利用

者負担軽減実績報告書(様式第6号)その他市長が必要と認める書面を添えて、市長に

提出しなければならない。 
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2 前項の規定による申請は、当該年度の4月1日から9月30日までの実績に対応するも

の及び10月1日から3月31日までの実績に対応するものの2回に分けて行うものとす

る。 

(交付の決定等) 

第15条 市長は前条の規定による申請があった場合において、助成金を交付すること

を適当と認めるときは、交付額及び交付の条件を決定し、その旨を前条の規定によ

る申請を行った法人に助成金交付決定通知書(様式第7号)により通知するとともに、

助成金を交付する。 

(報告、検査及び指示) 

第16条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた法人(以下「交付

法人」という。)に対し、助成金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査

し又は指示することができる。 

(交付法人の義務) 

第17条 交付法人は、その所在地、名称、組織、代表者の氏名その他の申請書の記載

事項に変更が生じたとき、及び次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに文書

によりその旨を市長に届けなければならない。 

(1) 利用者負担軽減対象者に対する利用者負担の軽減をとりやめたとき。 

(2) その事業の内容に異動が生じたとき、又は解散その他これに類する事実が生じ

たとき。 

(3) その資産若しくは事業の状況に著しい変動を生じ、又はその恐れが生じたとき。 

(4) 資金の交付に係る事業の管理又は運営に関する規定等について著しい変更を

生じさせたとき。 

2 交付法人は、前条の規定による報告及び検査を拒んではならない。 

3 交付法人は、前条に規定による指示に従わなければならない。 

4 交付法人は、市長が事業報告書その他の書類の提出を求めたときは、遅滞なく提出

しなければならない。 

5 第1項第1号に規定する事由に係る届け出は、利用者負担(軽減)廃止届出書(様式第8

号)により行うものとする。 

(不正利得の返還) 
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第18条 市長は、詐欺その他不正の行為により、この告示による利用者負担軽減の対

象となった者又は利用者負担軽減の実施に対する助成の対象となった社会福祉法人

等に対し、その軽減又は助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させ

ることができる。 

(譲渡又は担保の禁止) 

第19条 この告示による利用者負担軽減を受ける権利又は利用者負担軽減の実施に対

する権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。 

(他の制度との適用関係) 

第20条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係につ

いては、当該支援措置事業の適用を行い、その後必要に応じて本事業に基づく軽減

制度の適用を行うものとする。 

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高

額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係につ

いては、本事業に基づく軽減制度の適用を行い、軽減制度適用後の利用者負担額を

基準にそれぞれ支給を行うものとする。 

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービ

ス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防

サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行

うものとする。 

(その他) 

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の園部町社会福祉法人等による生計困難

者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年

園部町告示第72号)、八木町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サ

ービスに係る利用者負担軽減事業実施要綱(平成13年八木町告示第51号)、日吉町社
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会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制

度事業実施要綱(平成17年日吉町告示第62号)又は美山町社会福祉法人等による生計

困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成17

年美山町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示

の相当規定によりなされたものとみなす。 

(生活扶助基準の改正に伴う軽減対象者の特例) 

3 平成25年8月1日、平成26年4月1日又は平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改

正に伴い生活保護が廃止された者で、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特

定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったものの

うち、引き続き第6条に該当するものについては、第3条の規定にかかわらず、利用

者負担軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金

受給者は、2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額

とする。 

附 則(平成18年9月8日告示第328号) 

(施行期日) 

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。 

(税制改正に伴う特例措置) 

第2条 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、利用者負担

段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者)につ

いて、経過措置として本事業に基づく軽減の対象とすることとする。 

2 前項に規定する特例措置については、第2条中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費

に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者

負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回

る場合は、基準費用額)」と、第3条中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」と

あるのは、「8分の1」と、第6条中「市民税世帯非課税」とあるのは、「介護保険

法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定

する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第6条第1号中

「150万円」とあるのは、「190万円」と読み替えて適用するものとする。 

3 前2項の規定は平成18年7月1日から平成20年6月30日まで適用する。 
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附 則(平成19年3月27日告示第58号) 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年4月1日告示第101号) 

改正 平成23年3月31日告示第111号 

この告示は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年3月31日告示第110号) 

この告示は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成23年3月31日告示第111号) 

この告示は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月30日告示第72号) 

この告示は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年6月19日告示第164号) 

(施行期日) 

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。 

(確認証の有効期限の特例) 

2 平成25年7月1日からこの告示の施行の日までの間において、第10条の規定により

確認証の更新の手続をした者に係る当該確認証の有効期限については、平成27年7

月31日までとする。 

3 この告示の施行の日から平成26年7月31日までの間において、第7条第3項の規定に

より新たに確認証の交付を受けた者に係る当該確認証の有効期限については、この

告示による改正後の第8条ただし書の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとす

る。 

附 則(平成27年5月8日告示第120号) 

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。 

附 則(平成27年12月22日告示第247号) 

この告示は、平成28年1月1日から施行する。 

附 則(平成28年4月11日告示第83号) 

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。 

附 則(平成30年4月27日告示第122号) 
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(施行期日) 

1 この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。 

(経過措置) 

2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様

式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるも

のとみなす。 

3 この告示の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを使

用することができる。 
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様式第1号(第5条関係) 

様式第2号(第7条、第10条、第11条関係) 

様式第3号(第7条関係) 

様式第4号(第7条関係) 

様式第4号の2(第7条関係) 

様式第5号(第14条関係) 

様式第6号(第14条関係) 

様式第7号(第15条関係) 

様式第8号(第17条関係) 

 


